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財
務
省
関
東
財
務
局
宇
都
宮
財

務
事
務
所
で
は
、
多
重
債
務
相
談

を
お
受
け
し
て
い
ま
す
。

　

費
用
は
無
料
で
、
個
人
の
秘
密

は
堅
く
守
ら
れ
ま
す
。
相
談
を
お

聞
き
し
た
後
必
要
に
応
じ
法
律
専

門
家
を
ご
紹
介
し
ま
す
。
ま
ず
は

「
お
気
軽
に
」
お
電
話
く
だ
さ
い
。

●
相
談
受
付
日
時

　

月
〜
金
曜
日
（
祝
日
を
除
く
）

　

午
前
8
時
30
分
〜
正
午

　

午
後
1
時
〜
4
時
30
分

●
費　

用　
　

無
料

●
問
い
合
わ
せ
先

　

財
務
省
関
東
財
務
局
宇
都
宮
財

　

務
事
務
所

☎
0
2
8-

6
3
3-

6
2
2
1
（
代
表
）

　

求
職
活
動
を
さ
れ
て
い
る
方
の

就
職
や
生
活
・
就
労
相
談
、
キ
ャ

リ
ア
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
等
に
専
門

の
ス
タ
ッ
フ
が
対
応
し
ま
す
。

●
日　

時

　

6
月
17
日
（
木
）

　

午
後
1
時
か
ら
4
時

　
（
受
付
は
午
後
3
時
30
分
ま
で
）

多
重
債
務
で
お
悩
み
の
方
へ

下
野
市
国
内
交
流
会
を
設
立
し
ま
す

●
場　

所

　

栃
木
県
勤
労
者
総
合
福
祉
セ
ン  

　

タ
ー

　

栃
木
市
今
泉
町
1-

2-

7

●
相
談
内
容

　

再
就
職
に
関
す
る
こ
と
、
賃
金
・

　

労
働
条
件
に
関
す
る
こ
と
等

●
問
い
合
わ
せ
先

　

と
ち
ぎ
求
職
者
総
合
支
援
セ
ン

　

タ
ー

　

☎
0
2
8-

6
0
0-

4
0
7
1

　

小
山
労
政
事
務
所

　

☎
0
2
8
5
（
22
）
4
0
3
2

　

協
会
の
設
立
に
あ
た
り
協
力
し

て
頂
け
る
会
員
を
随
時
募
集
し
て

い
ま
す
。

　

設
立
総
会
を
開
催
し
ま
す
。

●
日　

時

　

7
月
3
日
（
土
）

　

午
前
10
時
〜

●
場　

所

　

国
分
寺
公
民
館
視
聴
覚
室

●
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
先

　

生
活
安
全
課

　

☎（
40
）
5
5
5
5

　

詳
し
く
は
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
を

ご
覧
下
さ
い
。

　近頃、保険会社の破綻また、経営統合等に関するトラブル、保険転換時

のトラブル、配当金のトラブル、銀行窓口販売でのトラブルが続出しています。

　私たちが任意で加入している保険は、かたちのない契約であるのに私たち

が理解できない複雑難解になっています。保障内容も理解しがたい特約が付

いたりと保険が消費者の期待に合っていないケースが多く見られています。

　保険とは、私たちが生活をする上で【万が一の時】を重視して加入するも

のと思われます。保険内容をきちんと理解し、保険契約の知識を十分にもつ

ことが重要です。

　疑問に感じることがあったら、相談しましょう。ひとりで悩まないで。

●相談可能日　 月曜日から金曜日　（土日・祝日及び年末年始を除く）
●受付時間　午前 9 時から午後 5時（正午から午後 1時を除く）
●平成 22 年 4月1日より下野市消費生活センターの開所時間が変更になりました。
●多重債務相談　受付しています。不安な日々の生活から一歩ふみだしてみましょう。

※栃木県消費生活センターでは土曜日に電話相談のみ相談可能です。

　受付時間：午前 9 時から午後 5時　

※栃木県消費生活センターが平成 22 年 4 月 1日より栃木県庁本館 7 階南（くらし安全安心課内）へ移転

　しました。新しい電話番号は 028-625-2227 です。

と
ち
ぎ
求
職
者
総
合
支
援
セ
ン
タ
ー

巡
回
相
談
会
の
お
知
ら
せ

 

あなたが契約している保険契約･･･だいじょうぶ？？？？

下野市消費生活センター
（下野市役所国分寺庁舎 2階 生活安全課内）

 専用ダイヤル　44-4883　


